
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

近
年
、
集
中
豪
雨
や
台
風
に
よ
る

洪
水
や
土
砂
災
害
な
ど
が
全
国
で
発

生
し
て
い
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き

で
も
落
ち
着
い
て
行
動
で
き
る
よ

う
、
日
ご
ろ
か
ら
自
宅
周
辺
の
危
険

箇
所
や
避
難
行
動
を
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

住
ん
で
い
る
地
域
の

危
険
箇
所
の
把
握

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
や
浸
水
想
定

区
域
は
、
市
が
配
布
し
て
い
る
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
お
住
ま
い
が
避
難
行
動
を
必
要

と
す
る
区
域
に
あ
る
か
、
事
前
に
確

認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

避
難
行
動
と
は

　

「
避
難
行
動
」
は
、
数
分
か
ら
数

時
間
後
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
自

然
災
害
か
ら
「
命
を
守
る
た
め
の
行

動
」
で
、
次
の
行
動
が
避
難
行
動
と

な
り
ま
す
。

・
指
定
緊
急
避
難
場
所
な
ど
へ
の
移

動
（
立
ち
退
き
避
難
）

・
近
隣
の
よ
り
安
全
な
場
所
・
建
物

な
ど
へ
の
移
動
（
立
ち
退
き
避
難
）

・
建
物
内
の
安
全
な
部
屋
（
２
階
な

ど
）
へ
の
移
動
（
屋
内
安
全
確
保
）

立
ち
退
き
避
難
が
必
要

と
な
る
災
害
の
場
合

　

家
屋
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
、
命
の

危
険
性
を
感
じ
る
場
合
に
は
、
「
立

ち
退
き
避
難
」
が
必
要
で
す
（
表
１
）
。

屋
内
安
全
確
保
を
と
る
場
合

　

移
動
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
危
険

と
感
じ
る
場
合
に
は
、
「
屋
内
安
全

確
保
」
が
必
要
で
す
（
表
２
）。

避
難
情
報
を
５
段
階
の
警
戒

レ
ベ
ル
で
発
信
し
ま
す

　

市
は
、
気
象
情
報
や
河
川
の
水
位

情
報
な
ど
を
基
に
、
災
害
発
生
の
恐

れ
が
高
ま
っ
た
と
判
断
し
た
場
合

に
、
警
戒
レ
ベ
ル
３
か
ら
５
の
避
難

情
報
な
ど
を
発
令
し
ま
す
。
警
戒
レ

ベ
ル
４
を
発
令
し
た
と
き
は
、
避
難

対
象
と
な
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
や

浸
水
想
定
区
域
に
居
住
し
て
い
る
方

は
全
員
避
難
し
て
く
だ
さ
い
（
表

３
）。

早
め
の
避
難
を
お
願
い
し
ま
す

　

市
は
、
集
中
豪
雨
や
台
風
な
ど
で

被
害
が
予
想
さ
れ
る
と
き
、
必
要
に

応
じ
て
避
難
勧
告
な
ど
を
発
令
し
、

避
難
所
を
開
設
し
ま
す
。
避
難
勧
告

な
ど
や
避
難
所
の
開
設
情
報
は
、
防

災
行
政
無
線
、
あ
き
る
野
市
メ
ー
ル

配
信
サ
ー
ビ
ス
、
消
防
団
な
ど
の
広

報
活
動
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。特
に
、

土
砂
災
害
警
戒
区
域
や
浸
水
想
定
区

域
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
早
め
の
避

難
を
お
願
い
し
ま
す
。

情
報
伝
達
・
入
手
方
法
な
ど

▽
市
の
防
災
行
政
無
線
　
放
送
か
ら

24
時
間
ま
で
、
放
送
内
容
を
電
話

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
市
内
の
固
定
電
話
か
ら
の
利
用
…

☎
０
１
２
０
・
５
５
８
・
５
４
０

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
一
部
の
Ｉ
Ｐ

電
話
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
携
帯
電
話
な
ど
そ
の
他
の
電
話
か

ら
の
利
用
…
☎
５
５
８
・
７
７
７

７
（
有
料
ダ
イ
ヤ
ル
）

▽
あ
き
る
野
市
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ

ス　

登
録
を
希
望
す
る
方
は
、
次

の
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
あ
き
る
野
市
公
式Tw

itter

▽
消
防
団
な
ど
に
よ
る
広
報
活
動

▽
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
テ
レ
ビ
の
デ
ー
タ
放
送
の
利
用

リ
モ
コ
ン
の
「
ｄ
」
ボ
タ
ン
を
押

す
と
デ
ー
タ
放
送
が
表
示
さ
れ
ま

す
。

避
難
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策

　

避
難
所
で
は
、
感
染
症
対
策
と
し

て
体
調
チ
ェ
ッ
ク
、
避
難
所
内
の
換

気
、
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
、
衛
生

環
境
の
確
保
を
行
い
ま
す
。
避
難
が

必
要
と
な
る
方
は
、
次
の
こ
と
に
つ

い
て
事
前
の
準
備
や
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

・
避
難
所
が
過
密
状
態
に
な
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
、
可
能
な
場
合
は
、

親
戚
や
友
人
の
家
な
ど
へ
避
難
を

検
討
し
ま
し
ょ
う
。

・
１
つ
の
避
難
所
で
受
け
入
れ
る
こ

登録用コード

表１

災害種別 立ち退き避難が必要な場合 立ち退き避難の行動

土砂災害

・斜面が崩壊するおそれがある

場合

・土石流の発生または発生する

おそれがある場合

・地すべりの発生または発生す

るおそれがある場合
・親戚や知人宅へ移動

・近隣の頑丈な建物へ移動

・避難所などへ移動

水害

・家屋が流失するおそれがある

場合

・自宅の最上階まで浸水するお

それがある場合

・長時間の浸水が予想される場合

表２

災害種別 屋内安全確保をとる場合 屋内安全確保の行動

土砂災害

・土砂災害警戒区域などにおり、

すでに暴風雨となっていて外に出

るのが危険と判断した場合

・避難勧告などが発令された後、

避難を開始するのが遅れ、外に

出るのが危険と判断した場合

・斜面から離れた反対側の部

屋に移動

・斜面から離れた２階の部屋

に移動

水害

・浸水想定が浅い区域で、家屋

の流失のおそれがない場合

・すでに暴風雨となっていたり、

周囲が浸水したりして外に出

るのが危険と判断した場合

・屋内の高いところへ移動

・家屋の２階や場合によって

は屋上に移動

表３

警戒レベル 避難情報等

警戒レベル５

（災害発生）

災害発生情報

命を守る最善の行動を促す（市が発令）

警戒レベル４

（全員避難）

避難勧告・避難指示（緊急）

住民に避難を促す（市が発令）

警戒レベル３

（高齢者等避難）

避難準備・高齢者等避難開始

高齢者等に避難を促す（市が発令）

警戒レベル２
洪水注意報・大雨注意報

避難に備え、避難行動を確認（気象庁が発表）

警戒レベル１
早期注意情報

災害への心構えを高める（気象庁が発表）

　

令
和
元
年
10
月
の
台
風
19
号
に

よ
り
住
家
に
被
害
を
受
け
た
方
に

「
り
災
証
明
書
」
を
発
行
し
て
き
ま

し
た
が
、
被
災
か
ら
半
年
を
経
過

し
、
台
風
被
害
と
の
因
果
関
係
を

確
認
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て

き
た
た
め
、
６
月
30
日
㈫
で
申
請

受
付
を
終
了
し
ま
す
。
り
災
証
明

書
が
必
要
な
方
は
、
期
限
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
期
限　

６
月
30
日
㈫　

午
後

５
時
ま
で

▽
必
要
書
類　

申
請
書
、
被
災
箇
所

の
写
真

▽
提
出
・
問
合
せ　

地
域
防
災
課
防

災
係

と
の
で
き
る
人
数
が
減
る
た
め
、

自
宅
周
辺
の
複
数
の
避
難
所
を
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
、
事
前
に
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
食
料
や
水
、
毛
布
な
ど
、
避
難
生

活
に
必
要
な
も
の
は
事
前
に
準
備

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
避

難
す
る
際
は
、
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
可
能
で
あ
れ
ば
ア
ル
コ
ー
ル

消
毒
液
や
体
温
計
な
ど
感
染
症
予

防
に
必
要
な
も
の
も
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

・
避
難
所
で
は
手
洗
い
、
う
が
い
、

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
の
基
本
的
な

感
染
症
対
策
を
徹
底
し
ま
し
ょ

う
。

家
庭
内
備
蓄

　

災
害
発
生
か
ら
災
害
復
旧
ま
で

（
目
安
…
３
日
～
５
日
）
の
間
に
必

要
な
も
の
を
日
頃
か
ら
用
意
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。例
え
ば
、缶
詰
や
カ
ッ

プ
麺
な
ど
あ
り
ま
す
が
、
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
法

　

各
家
庭
で
の
備
蓄
は
、
非
常
用
食

料
品
や
飲
料
水
な
ど
を
購
入
し
な
く

て
も
、
普
段
か
ら
購
入
し
て
い
る

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
水
や
食
料
品
な

ど
を
賞
味
期
限
を
迎
え
る
ま
で
に
計

画
的
に
使
用
し
、
同
様
の
物
を
新
た

に
買
い
足
す
と
い
う
ロ
ー
リ
ン
グ
ス

ト
ッ
ク
法
で
備
蓄
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
計
画
的
に
備
蓄
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

樹
木
や
看
板
な
ど
の
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

強
風
に
よ
る
倒
木
や
看
板
な
ど
が

吹
き
飛
ば
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
住

民
や
住
宅
な
ど
に
被
害
が
出
た
ら
、

所
有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
定
期
的
な
樹
木
の
枝
払

い
、
伐
採
、
看
板
な
ど
の
点
検
を
行

い
、
被
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
適
正

な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
係

備える１

食べる２買い足す３

（5） 令和２年（2020年）６月１日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

台
風
・
大
雨
！
も
し
も
に
備
え
る

〜
確
認
し
よ
う　

危
険
な
場
所
と
避
難
行
動
〜

台
風
19
号
に
関
す
るり

災
証
明
書
の
受
付
は
６
月
30
日
ま
で


